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証
券
取
引
等
監
視
委
員
会（
以
下「
証

券
監
視
委
」
と
い
う
）
は
、
金
融
庁
に

設
置
の
委
員
長
及
び
委
員
２
名（
３
年

任
期
）で
構
成
さ
れ
る
合
議
制
の
法
執

行
機
関
と
し
て
、
平
成
４
年
に
発
足
し
、

証
券
市
場
等
の
公
正
性
・
透
明
性
の
確

保
と
投
資
者
保
護
を
図
り
、
資
本
市
場

の
健
全
な
発
展
に
貢
献
す
る
と
と
も
に
、

国
民
経
済
の
持
続
的
な
成
長
に
寄
与
す

る
こ
と
を
使
命
と
す
る
。
発
足
当
初
は

刑
事
告
発
を
主
な
手
段
と
し
て
重
大
悪

質
な
違
反
行
為
に
対
処
し
て
き
た
が
、

こ
の
約
28
年
の
間
に
金
融
商
品
取
引
法

の
制
定
、
課
徴
金
制
度
の
導
入
、
証
券

検
査
権
限
の
拡
大
な
ど
に
よ
り
、
法
令

と
市
場
監
視
権
限
の
充
実
・
強
化
が
図

ら
れ
、
組
織
体
制
も
当
初
の
２
課
か
ら

６
課
へ
と
拡
充
・
整
備
さ
れ
た
。
監
視

体
制
等
の
強
化
と
相
ま
っ
て
、
法
令
遵

守
の
意
識
も
向
上
し
、
相
当
の
自
己
規

律
も
働
く
市
場
と
な
り
、
公
正
性
・
透

明
性
を
相
応
に
備
え
た
市
場
に
な
っ
て

き
た
。
と
は
い
え
、
悪
質
な
違
反
行
為

が
や
は
り
跡
を
絶
た
な
い
し
、
そ
の
違

反
形
態
、
背
景
事
情
も
複
雑
、
高
度
化

し
て
い
て
、
監
視
上
の
新
し
い
視
点
、

工
夫
を
常
に
必
要
と
し
て
い
る
。
そ
う

し
た
中
、
令
和
元
年
12
月
の
新
体
制
の

発
足
に
伴
い
、
令
和
２
年
１
月
24
日
に

「
中
期
活
動
方
針（
第
10
期
）
～
信
頼
さ

れ
魅
力
あ
る
資
本
市
場
の
た
め
に
～
」

を
公
表
し
た
。
そ
の
要
点
は
、
以
下
の

と
お
り
で
あ
る
。

施
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
深
く
」
と
は
、

法
令
違
反
等
の
問
題
の
実
質
面
に
着
眼

し
た「
深
度
あ
る
市
場
監
視
」
で
あ
り
、

そ
の
根
本
原
因
の
究
明
を
踏
ま
え
、
当

事
者
等
と
深
度
あ
る
議
論
を
行
い
、
自

主
的
な
改
善
及
び
再
発
防
止
に
向
け
た

取
組
み
を
促
し
、
市
場
の
構
造
的
な
問

題
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
金
融
庁
、

自
主
規
制
機
関
等
に
制
度
改
善
の
提
案

を
行
う
な
ど
し
て
、
よ
り
良
い
市
場
環

境
整
備
に
貢
献
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
目
標
達
成
の
た
め
の
施
策

は
、
①
内
外
環
境
を
踏
ま
え
た
情
報
収

集
力
の
向
上
、
②
深
度
あ
る
分
析
と
迅

速
か
つ
効
果
的
・
効
率
的
な
調
査
・
検

査
の
実
施
、
③
市
場
規
律
強
化
に
向
け

た
実
効
的
な
取
組
み
、
④
デ
ジ
タ
ラ
イ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
対
応
と
戦
略
的
な
人
材
の

育
成
、
⑤
国
内
外
の
自
主
規
制
機
関
等

と
の
連
携
の
５
つ
で
あ
る
。

不
確
実
性
が
高
ま
る
中
、 

企
業
や
資
本
市
場
の 

そ
も
そ
も
の
存
立
意
義
が 

改
め
て
問
い
直
さ
れ
る

　

と
こ
ろ
で
、
改
め
て
申
し
上
げ
る
ま

で
も
な
く
、
今
、
市
場
を
取
り
巻
く
環

境
が
大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
第
一

に
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
著
し
い
進
展

に
伴
い
、
海
外
か
ら
日
本
へ
の
投
資
も
、

日
本
か
ら
海
外
へ
の
投
資
も
増
え
る
一

方
、
企
業
活
動
そ
の
も
の
も
、
海
外
子

会
社
と
の
分
業
、
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ

な
ど
に
よ
っ
て
国
際
化
し
て
い
る
。
第

二
に
、
デ
ジ
タ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
革

命
的
な
進
歩
に
よ
り
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム

取
引
や
高
速
取
引
が
株
式
売
買
に
用
い

ら
れ
る
一
方
、
企
業
活
動
と
ビ
ジ
ネ
ス

モ
デ
ル
も
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
、
I
o
T
、

A
I
な
ど
に
よ
り
大
き
く
変
わ
り
つ
つ

あ
る
。
そ
し
て
、
国
際
的
な
緊
張
関
係
、

コ
ロ
ナ
禍
な
ど
を
背
景
と
し
て
、
経
済
・

景
気
の
不
確
実
性
が
高
ま
る
中
、
企
業

が
何
の
た
め
に
あ
る
か
、
お
金
や
収
益

は
何
の
た
め
に
必
要
か
、
と
い
う
企
業

や
資
本
市
場
の
そ
も
そ
も
の
存
立
意
義

が
改
め
て
問
い
直
さ
れ
、
そ
の
真
の
価

値
の
本
質
を
確
認
す
べ
き
重
要
な
時
期

に
あ
る
。

　

さ
て
、
本
誌
第
２
号
の
日
本
取
締
役

協
会
・
宮
内
義
彦
会
長
の「
企
業
経
営

と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
必
要

性
に
つ
い
て
」
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
、

企
業
は
、経
営
資
源
の
制
約
の
中
で「
効

率
」
性
が
重
視
さ
れ
、
そ
れ
を
測
る
シ

ス
テ
ム
が「
市
場
経
済
に
お
け
る
競
争
」

で
あ
る
た
め
、「
熱
い
ト
タ
ン
屋
根
の
上

の
猫
」の
よ
う
な
切
な
い
面
も
あ
る
が
、

そ
も
そ
も
社
会
を
よ
り
良
い
も
の
と
す

る
た
め
に
経
済
活
動
で
貢
献
し
て
い
く

機
能
と
責
任
を
与
え
ら
れ
て
い
る
存
在

で
あ
り
、
そ
の
日
本
企
業
の
業
績
向
上
、

厳
し
い
状
況
か
ら
の
起
死
回
生
の
た
め

に
も
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
の

整
備
を
進
め
、
社
外
取
締
役
な
ど
に
よ

る
取
締
役
会
の
監
督
機
能
の
強
化
、
企

業
経
営
の
チ
ェ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
バ
ラ

ン
ス
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
論
じ
ら
れ

て
い
る
と
理
解
し
た
。

  

こ
の
点
、
証
券
監
視
委
も
、
法
令
違

反
行
為
の
摘
発
の
際
、
そ
の
背
景
事
情

の
解
明
、
根
本
原
因
の
究
明
、
違
反
の

再
発
・
未
然
防
止
に
務
め
て
い
る
が
、

そ
の
重
要
な
着
眼
点
が
ガ
バ
ナ
ン
ス
体

制
で
あ
る
。
開
示
規
制
違
反
の
場
合
、

当
該
上
場
企
業
の
内
部
統
制
、
ガ
バ
ナ

ン
ス
の
機
能
不
全
が
認
め
ら
れ
る
こ
と

が
多
い
た
め
、
開
示
検
査
で
は
ガ
バ
ナ

ン
ス
に
着
目
し
、
経
営
陣
に
は
問
題
の

認
識
、
改
善
策
の
検
討
、
再
発
防
止
の

体
制
整
備
を
促
し
て
い
る
。
証
券
会
社

等
の
検
査
で
も
法
令
違
反
を
防
止
す
る

た
め
の
チ
ェ
ッ
ク
体
制
が
十
分
に
機
能

し
て
い
る
か
を
ガ
バ
ナ
ン
ス
面
か
ら
も

確
認
し
て
い
る
。
ま
た
、イ
ン
サ
イ
ダ
ー

取
引
の
調
査
で
は
重
要
事
実
の
情
報
管

理
の
不
備
、
法
令
遵
守
意
識
の
低
さ
が

認
め
ら
れ
る
場
合
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
上
の

問
題
が
あ
れ
ば
改
善
を
求
め
て
い
る
。

証
券
監
視
委
で
も
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
重
視

し
て
い
る
が
、
そ
の
形
式
的
な
整
備
で

は
な
く
、
実
質
的
な
機
能
が
重
要
で
あ

る
と
日
々
痛
感
す
る
。
日
本
取
締
役
協

会
の
取
組
み
に
期
待
し
て
い
る
。
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ま
ず
、
証
券
監
視
委
が
目
指
す
市
場

は
、
相
互
信
頼
関
係
に
基
づ
く「
信
頼

さ
れ
魅
力
あ
る
資
本
市
場
」
で
あ
り
、

高
齢
者
を
含
む
幅
広
い
年
齢
層
の
個
人

投
資
者
も
安
心
し
て
参
加
で
き
、
国
民

の
資
産
形
成
と
日
本
経
済
の
活
性
化
に

貢
献
す
る
市
場
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

市
場
参
加
者
が
資
本
市
場
の
健
全
な
発

展
及
び
投
資
者
保
護
の
確
保
と
い
う
目

標
を
共
有
し
、
上
場
企
業
等
に
よ
る
適

正
な
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
、
証
券
会

社
等
の
市
場
仲
介
者
に
よ
る
法
令
遵
守

と
顧
客
本
位
の
業
務
運
営
、
市
場
利
用

者（
投
資
者
）に
よ
る
自
己
規
律
、
証
券

監
視
委
な
ど
の
当
局
と
自
主
規
制
機
関

に
よ
る
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
な
市
場

監
視
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
に
期
待
さ
れ

る
役
割
が
遂
行
さ
れ
専
門
性
の
発
揮
さ

れ
る
市
場
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
証
券
監
視
委
は
、
職
員
一

人
一
人
が
職
責
を
適
切
に
果
た
す
た
め

の
業
務
遂
行
上
の
活
動
理
念
を
①
公

正
・
中
立
、
②
説
明
責
任
、
③
フ
ォ
ワ
ー

ド
・ル
ッ
キ
ン
グ
、
④
実
効
性
・
効
率
性
、

⑤
関
係
機
関
と
の
協
働
、
⑥
最
高
水
準

の
追
求
と
し
た
上
、
戦
略
目
標
を「
広

く
」・「
早
く
」・「
深
く
」市
場
監
視
を
行
っ

て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。「
広
く
」
と

は
、
株
式
市
場
と
債
券
市
場
、
現
物
市

場
と
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
市
場
、
発
行
市
場

と
流
通
市
場
な
ど
を
対
象
と
し
た「
網

羅
的
な
市
場
監
視
」
で
あ
り
、
取
引
等

の
複
雑
化
、
企
業
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の

進
展
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
ビ
ジ

ネ
ス
モ
デ
ル
の
構
造
的
変
化
等
を
背
景

と
し
た
新
た
な
商
品
・
取
引
等
の
リ
ス

ク
を
的
確
に
把
握
・
分
析
し
つ
つ
、
必

要
な
調
査
・
検
査
等
を
行
う
こ
と
で
あ

る
。「
早
く
」
と
は
、
情
報
収
集
・
分
析

力
を
活
用
し
た「
機
動
的
な
市
場
監
視
」

で
あ
り
、
マ
ク
ロ
的
な
視
点
に
基
づ
く

フ
ォ
ワ
ー
ド
・
ル
ッ
キ
ン
グ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
も
用
い
、
問
題
の
早
期
発
見
に
努
め
、

迅
速
か
つ
効
率
的
な
調
査
・
検
査
を
実

証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
の

活
動
方
針

信
頼
さ
れ
魅
力
あ
る
資
本
市
場
と

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス


